
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
七
年
七
月
八
日
提
出

質

問

第

九

五

号

懲
戒
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平
成
十
五
年
十
一
月
十
日
（
総
参－

七
八
六
）
に
人
事
院
事
務
総
長
名
で
、
各
省
庁
等
に
「
懲
戒
処
分
の
公
表
指
針
に
つ
い

て
」
と
い
う
通
知
が
出
さ
れ
た
。

免
職
又
は
停
職
で
あ
る
懲
戒
処
分
は
、
原
則
公
開
と
さ
れ
、
「
公
表
の
例
外
」
と
し
て
非
公
開
規
定
も
置
か
れ
た
。

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。

平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
免
職
又
は
停
職
で
あ
る
懲
戒
処
分
に
お
い
て
、
公
表
の
例
外
と
し
て
、
非
公
開
と
さ
れ

た
も
の
の
省
庁
等
別
件
数
と
、
非
公
開
の
詳
細
理
由
（
誰
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
ど
の
よ
う
に
侵
害
す
る
の
か
等
）
、
さ
ら
に
一

部
非
公
開
の
場
合
は
、
公
開
で
き
る
部
分
の
詳
細
情
報
を
お
示
し
願
い
た
い
。

以
上
の
実
態
を
把
握
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
非
公
開
の
是
非
に
関
し
て
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。


